
岩手県教育委員会教育長告示第３号 

 公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成16年岩手県条例第36号）第３条の規定により、公の施設の指定管

理者を次のとおり指定した。 

  令和８年４月10日 

                                          岩手県教育委員会 

                                            教育長 佐 藤 一 男  

１ 管理を行わせる公の施設の名称 岩手県立陸中海岸青少年の家 

２ 指定管理者として指定したものの住所及び名称 

 (１) 住所 盛岡市みたけ一丁目10番１号 

 (２) 名称 公益財団法人岩手県スポーツ振興事業団 

３ 指定の期間 令和８年４月１日から令和11年３月31日まで 

 


		2026-04-07T11:15:08+0900
	Iwate prefecture




